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２ ０ ０ ８年 １月 ３ ０日 

2008 年 4 月～6月ご搭乗分の各種割引運賃を届出 

 

ANAは、本日2008年 1月 30日（水）に、2008年 4月～6月ご搭乗分の各種割引運賃の設定に

ついて、国土交通省に届出を行いました。（※） 

1月 16日付のプレスリリースで概要をお知らせした「乗継旅割」は、札幌・沖縄と各地を結ぶ計33

区間で設定いたします。運賃額は、片道運賃（2 区間の合算）と比較すると最大 75％割引、単区間

の「旅割」の合算と比較すると最大 19,900 円安く、たいへんおトクな価格で設定いたしました。 

ご好評いただいております「旅割」は、発売開始に先立ってご希望便の予約を承る「先行予約」

を、2 月 1 日（金） 9：30 より 3 ヶ月分一斉に受付開始いたします。 

また、事前購入型運賃「特割１」は、東京（羽田）＝大阪（伊丹・関西・神戸）、広島など一部の路

線で、名称を「ビジネス特割」とし、より分かりやすくお求めいただきやすい運賃額といたしました。 

プレミアムクラスの事前購入型運賃「プレミアム特割」は、東京（羽田）＝大阪（伊丹・関西・神

戸）線の購入期限を従来の7日前から1日前へ変更し、「プレミアム特割１」として設定いたします。

東京＝大阪間は、搭乗日の間際まで「プレミアムクラス」がおトクな運賃でご利用いただけるよう

になります。 

ビジネスに、ご旅行に、ますます充実したＡＮＡの国内線運賃をぜひご利用ください。 

各運賃の概要は、次の通りです。 

※「プレミアム特割」、「特割 7」「プレミアム特割 1」、「特割 1」、「ビジネス特割」については、2008 年 4月ご搭乗

分のみ届出を行いました。 

 

1．特定便乗継運賃「乗継旅割」の設定 

（１） 設定期間：2008 年 4 月 1 日（火）～6 月 30 日（月）搭乗分 

（２） 設定便および運賃額：別紙①～③をご参照ください。 

（３） 主な適用条件 

・搭乗日の 28 日前までご予約いただけます。航空券購入後の予約変更はできません。 

・指定された便の組み合わせを一括で予約・発券していただきます。一部路線のみのご購

入や払戻しはできません。 

・航空券のお支払い期限は、予約日を含め 3 日以内です。但し、予約日が搭乗日の 30 日

前～28 日前までの場合は、搭乗日の 28 日前までにご購入ください。 
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・航空券購入後は取り消し日にかかわらず、運賃額の50%相当額の取消手数料が必要です。 

・「乗継旅割」を利用できる座席数は、便ごとに限りがあります。 

（便によっては設定のない場合がございます） 

 

2．特定便乗継運賃「乗継特割」の設定 

（１） 設定期間：2008 年 4 月 1 日（火）～6 月 30 日（月）搭乗分 

（２） 設定便および運賃額：別紙④をご参照ください。 

（３） 主な適用条件 

・搭乗日当日までご予約いただけます。航空券購入後の予約変更はできません。 

・指定された便の組み合わせを一括で予約・発券していただきます。一部路線のみのご購

入や払戻しはできません。 

・航空券のお支払い期限は、予約日を含め 3 日以内です。但し、予約日が搭乗日の 2 日前以

降の場合は、出発時刻の 20 分前までにご購入ください。 

・航空券購入後の取り消しに際しては、所定の取消手数料が必要です。 

・「乗継特割」を利用できる座席数は、便ごとに限りがあります。 

（便によっては設定のない場合がございます） 

 

3．特定便割引運賃 「旅割」の設定  

（１）設定期間：2008 年 4 月 1 日（火）～6 月 30 日（月）搭乗分 

（２）設定便および運賃額：別紙⑤～⑧をご参照ください。 

（３）主な適用条件： 

・搭乗日の 28 日前までご予約いただけます。航空券購入後の予約変更はできません。 

・航空券のお支払い期限は、予約日を含め 3 日以内です。但し、予約日が搭乗日の 30 日

前～28 日前までの場合は、搭乗日の 28 日前までにご購入ください。 

・航空券購入後は取消日に関わらず、運賃額の 50%相当額の取消手数料が必要です。 

・「旅割」を利用できる座席数は、便ごとに限りがあります。 

（便によっては設定のない場合がございます） 

■「旅割」の先行予約 

（１） 対象期間：2008 年 4 月 1 日（火）～6 月 30 日（月）搭乗分 

（２） 受付期間：2008 年 2 月 1 日（金） 9：30 から搭乗日の 2 ヶ月前の 9：30 まで 

※搭乗日の 2 ヶ月前の 9：30 から 28 日前までは通常の予約・発売となります。 

（３） 受付箇所：ＡＮＡホームページおよび主な旅行会社（※一部の旅行会社ではお取扱できません） 

（４） お支払い期間：搭乗 2 ヶ月前の同一日 9：30 から翌々日までの 3日間            

※ 「先行予約」受付後、お支払いまでの間は何回でも変更が可能です。 



（５） その他：          

・発売予定の座席数を大幅に上回るお申し込みがあった場合、「先行予約」を承れないこと

がございます。 

・先行予約受付時にご案内する出発／到着時刻、機材等は搭乗日 2 ヶ月前のお支払い期

間までの間に変更となることがございます。航空券のご購入時には、ご予約いただいた便

の出発／到着時刻を改めてご確認いただいた上でお買い求めいただきますよう、お願い

申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

4．特定便割引運賃 「プレミアム特割」、「特割 7（セブン）」の設定  

（１）設定期間： 2008 年 4 月 1 日（火）～4 月 30 日（水）搭乗分 

（２）設定便および運賃額：別紙⑨～⑪をご参照ください。 

（３）主な適用条件： 

・搭乗日の 7日前までご予約いただけます。航空券購入後の予約変更はできません。 

・航空券のお支払い期限は、予約日を含め3日以内です。但し、予約日が搭乗日の9日前

～7日前までの場合は、搭乗日の 7日前までにご購入ください。 

・航空券購入後の取り消しに際しては、所定の取消手数料が必要です。 

・「プレミアム特割」、「特割 7」を利用できる座席数は、便ごとに限りがあります。 

（便によっては設定のない場合がございます） 

・5 月、6 月の「プレミアム特割」、「特割 7」については、別途お知らせします。 

 

5．特定便割引運賃 「プレミアム特割１（ワン）」、「特割 1（ワン）」、「ビジネス特割」の設定  

（１）設定期間：2008 年 4 月 1 日（火）～4 月 30 日（水）搭乗分 

（２）設定便および運賃額：別紙⑫をご参照ください。 

   ■「プレミアム特割１」設定路線・・・羽田＝伊丹・神戸・関西 

   ■「ビジネス特割」設定路線  ・・・羽田＝伊丹・神戸・関西・岡山・広島・山口宇部 

                         伊丹・関西＝福岡、  名古屋＝福岡 

（３）主な適用条件： 

・搭乗日の前日までご予約いただけます。航空券購入後の予約変更はできません。 

・航空券のお支払い期限は、予約日を含め3日以内です。但し、予約日が搭乗日の3日前

例） 2008 年 5 月 3 日に搭乗をご希望の場合 

先行予約期間 

搭乗日 

航空券

お支払い期間 

2/1 9：30 3/3 9：30 5/3  3/5  



～前日の場合は、搭乗日の前日までにご購入ください。 

・航空券購入後の取り消しに際しては、所定の取消手数料が必要です。 

・「特割 1」を利用できる座席数は、便ごとに限りがあります。 

（便によっては設定のない場合がございます） 

・5 月、6 月の「プレミアム特割 1」、「特割 1」「ビジネス特割」については、別途お知らせします。 

 

 

以 上 

 

添付      
      

 「乗継旅割」  運賃額一覧 （4 月 1 日～5月 31 日搭乗分） ： 別紙① 

 「乗継旅割」  運賃額一覧 （6 月 1 日～6月 12 日搭乗分） ： 別紙② 

 「乗継旅割」  運賃額一覧 （6 月 13 日～6月 30 日搭乗分） ： 別紙③ 

 「乗継特割」  運賃額一覧 （4 月 3 日～6月 30 日搭乗分） ： 別紙④ 

 「旅割」  運賃額一覧 （4 月 1 日～5月 15 日搭乗分） ： 別紙⑤ 

 「旅割」  

「旅割」  

「旅割」  

運賃額一覧 

運賃額一覧 

運賃額一覧 

（5 月 16 日～5月 31 日搭乗分） 

（6 月 1 日～6月 12 日搭乗分） 

（6 月 13 日～6月 30 日搭乗分） 

： 

： 

： 

別紙⑥ 

別紙⑦ 

別紙⑧ 

 「プレミアム特割」 運賃額一覧 （6 月 13 日～6月 30 日搭乗分） ： 別紙⑨ 

 「特割７」 

「プレミアム特割１」 

運賃額一覧 

運賃額一覧 

（4 月 1 日～4月 30 日搭乗分） 

（4 月 1 日～4月 30 日搭乗分） 

：

： 

別紙⑩ 

別紙⑪ 

 「特割１」 運賃額一覧 （4 月 1 日～4月 30 日搭乗分） ： 別紙⑫ 


